
 
 

 

 

 

 

５月８日、衆議院本会議において全会一致で可決成立した生協法は、５９年ぶりの全面的・総

合的な改正となりました。 

これをうけ、群馬県生協連では日本生協連の改正生協法対策室から石川廣氏を招いて９月２１日、

『改正生協法説明会』を前橋問屋センター会館で開催しました。この

説明会は県連会員以外の生協にも呼びかけ、５非会員生協を含む１７

生協から１３１名の役職員・組合員リーダーが参加しました。 

峰岸通県連会長の主催者代表のあいさつに次いで、県民センターの

落合久美子リーダーからあいさつをいただいたあと、石川廣氏からご

講演をいただきました。 

最初に、「改正生協法の概要と対応課題の全体像」について報告があ

り、①県域規制、②員外利用規制、③組織・運営規定、④共済事業関

係、⑤医療･福祉事業関連などについて、それぞれ何が規定されたのか、

そして生協がどう対応するのかといったことについて詳しく説明を受 

けました。 

④の組織・運営規定の改正については、“生協の発展ととも

に事業規模が拡大し、事業の種類も多様化・複雑化する中で、

組合員の参加による民主的運営の原則を堅持しつつ、迅速・的

確な経営判断と執行を図り、社会的責任に応えられる経営・ガ

バナンスの体制を整備することが強く求められている”と、ガ

バナンスの見直しの背景について述べ、ガバナンスについては

更に具体的な説明をいただきました。 

最後にこの講演を受け参加者との質疑応答が行われました。新たな制度

となった代表理事制度や役員選出制度などについて、参加者からたくさん

の質問が出され、講師の石川廣氏から一つひとつ丁寧に回答していただき

ましたました。 

尚、現在国レベルで進められている生協法改正に伴う定款や政省令の内

容をふまえ、１２月に日本生協連から提示される定款・規約のモデル案を

もとに、群馬県連では１２月２０日（木）に２回目の「改正生協法説明会」

を県民センターと共同開催する予定です。 
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日生協改正生協法対策室石川廣氏。 



 

 

 

 

群馬県食品安全会議事務局は９月２３日（日）、県庁ビジター

センターで第２０回語部の会『検証！ＢＳＥ』を開催しました。

「ＢＳＥのリスク」について県民に正しく理解してもらおうとい

う主旨で開催され、ＢＳＥ研究の専門家である東京大学大学院教

授吉川泰弘先生（内閣府食品安全委員会プリオン専門調査会座

長）による基調講演と、消費者、生産者、行政のそれぞれの立場

の参加者によるパネルディスカッションが行われました。 

吉川泰弘教授は、世界のＢＳＥの発生・拡散から各国の対応、

日本におけるＢＳＥ対策や食品安全対策、プリオンの検出限界などについて図表スライドで分か

りやすく説明し、更に「リスク・ウエイト」という考え方にもとづいて“ゼロリスクがない事象

の責任の所在が問題である”として、科学者、行政、消費者がそれぞれの責任を取らなくてはな

らないと指摘していました。 

◇科学者の責任・・・不確実な事象に対する評価の責任 

◇行政の責任・・・・リスク管理措置の決定と、措置に関する説明責任 

◇消費者の責任・・・選択の責任（リスクを受け入れるか否か） 

誰も責任をとらないとゼロリスクとなり、コストが無限大

となる、と結びました。 

 次いでパネルディスカッション「ＢＳＥ問題を検証する」

が行われ、県連の峰岸会長が「ぐんま食の安全・安心県民ネ

ットワーク」から消費者代表として参加しました。 

 

 

 

 

 

「ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク」は、９月７日(金)、 

第２回役員会を開催しました。役員会には、群馬県食品安全会議事務局から食品安全課から須野

原修次長、食品安全推進グループ田仲久人リーダー、小池俊英主幹にオブザーバーとして出席い

ただきました。 

役員会では、群馬県との協働事業として計画している「ミニ語部の会」と「知っとこう！食の

現場探求隊」の企画について検討しました。また、ＢＳＥ対策（２０ヶ月齢以下の牛全頭検査）

について意見交換を行ないました。 

「ミニ語部の会」は「中国産食品の安全性」をテーマに、１１月に太田市内で開催すること、「知

っとこう！現場探求隊」は１２月に生産者・市場・店舗の視察を行なうことを確認し準備を進め

ることになりました。 

ＢＳＥ対策については、「来年８月以降の２０ヶ月齢以下の牛全頭検査の中止・継続」について

意見交換しました。出された意見は、９月２３日開催の群馬県主催「第２回食品安全語部の会」（検

証！ＢＳＥ）に、県民ネットを代表してパネリストとして参加する峰岸会長が、この中で発表す

ることになりました。 

基調講演をする吉川泰弘先生 

パネルディスカッション 



インストラクターの説明を真剣に聞きました 

かたるべ 

 

 

 

９月１３日（木）、フートピア21(構成団体：JA群馬中央会･

県森林連･県漁連･県生協連)が主催して県森林連が管理して

いる“赤城ふれあいの森”で国際協同組合デー記念交流集会

が開催されました。 

会員生協の組合員１５名を含む総勢３０名の参加者は、青

空が広がる快適な天気のもと、群馬森林インストラクター会

の田中洋助会長ほかの説明を聞きながら森を散策し、森の大

切さを学んだり、森の恵みいっぱいのきのこ汁を味わいなが

ら県内産の食材でバーベキューを楽しんだり、「あかぎ木の

家」では、森の手入れで切り出したつるをつかってかご作り

に挑戦したりして有意義な一日を過ごしました。 

参加者は、『山や森の大切さが学べてよかった』、『バー

ベキューの上州牛や豚のお肉がとてもおいしかった』、

『かご作りは良い経験でした』な

どと満足そうでした。また今後に

ついて、『良い企画なのでもう少

し人数が増えるといいなと思い

ます』という感想も聞かれました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かご作りのあと、自慢の作品を前に記念撮影 

 輸入食品の安全性に対する消費者の不安が広がっている中、輸入食品の安全性を確保するため事業者

はさまざまな取り組みを行っていますが、消費者にはあまり知られていない現状があります。そこで、

大手冷凍食品メーカーの品質保証部門で３月まで活躍していた講師の経験も交えて、輸出国での生産・

管理について学習し、パネルディスカッションで意見交換をしていただきます。 

（社）日本冷凍食品協会 常務理事 山本 宏樹 氏 

・コメンテーター  山本 宏樹 氏（（社）日本冷凍食品協会 常務理事） 
・パネリスト（消費者） 神田 知子 氏（ＮＰＯ法人 市民メディアぺぱーみんとかんぱにー 理事） 
      （事業者） 佐藤 元昭 氏（（株）アジア食品安全研究センター技術顧問） 
      （事業者） 香川  隆 氏（生活協同組合コープぐんま 組合員の声事務局マネージャー） 
      （行 政） 須野原 修 氏（群馬県食品安全課 次長） 
・コーディネーター 小澤 邦寿 氏（群馬県食品安全会議 事務局長） 

 

・県庁食品安全課安全推進グループ 

Tel 027-226-2425 Fax 027-221-3292 E ﾒｰﾙ shokuanze@pref.gunma.jp 

・ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク事務局（群馬県生活協同組合連合会内） 

   Tel 027-234-2376 Fax 027-234-8244 E ﾒｰﾙ gunmakenren@coopnet.or.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 1日 県連事務局会議 

2日 県連災害対策協議会 

4日 女性協懇談会（群馬中央医療生協） 

6日-7日 群馬県収穫感謝祭 

9日 生協大会実行員会 

10日 女性協運営委員会・学習会 

12日-13日 日生協医療部会運営委員会 

13日 群馬県総合防災訓練リハーサル 

14日 群馬県環境＆森林フェスタ 

16日 県消費者大会実行委員会 

17日 生協大会事務局会議 

18日 第３回常務理事会、指導検査説明会 

19日 都県連責任者会議 

20日 群馬県総合防災訓練 

25日 ハイヤー協会懇談会、前橋市消団連 

30日 第３９回群馬県生協大会 

11月 1日 前橋市消団連視察研修 

 

日 時 2007年 9月 21日（金）10時 00分～ 

場 所 前橋問屋センター会館「幸の間」 

議事及び内容 

□ 報告事項 

１、一般経過報告 

２、特別報告 

３、女性協議会・会員生協 

□ 協議事項 

１、消費者政策の充実強化を進める取組み 

２、食品の安全を確保する取組み 

３、中越沖地震への対応・県連の災害対策 

４、改正生協法への対応 

５、生協大会・消費者まつりについて 

６、その他の取り組み 

  ・県の指導検査説明会 

  ・群馬県社会福祉大会(11/14)の後援 

  ・単協概況報告の毎月度実施 

  ・会計システム 


